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議案第３３号  

 

藤沢市スポーツ都市宣言について 

 藤沢市は，「スポーツ都市」を次のとおり宣言する。 

２０２１年（令和３年）９月１日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫    

 

１ 宣言文 

藤沢市スポーツ都市宣言 

～健康で豊かなスポーツライフの実現をめざして～ 

 

 私たちが愛する藤沢のまちが，スポーツを楽しむ市民であふれ，生き生きとし

たにぎわい豊かなまちになるよう，市民一人ひとりが多様性を尊重し，元気にス

ポーツをすることで，生涯にわたって健康で豊かなスポーツライフの実現をめざ

し，オリンピック・レガシーを未来へ繋ぐため，ここに「スポーツ都市」を宣言

します。 

 

「いつでも・どこでも・だれでも・いつまでも」 

１ スポーツに親しみ 元気で明るくすごします  

１ スポーツを楽しみ 気持ちよく体を動かします 

１ スポーツにふれあい 支えあう輪を広げます  

１ スポーツを愛し  にぎわいのある住みよいまちをつくります 

 

 

 

２ 宣言日 

  ２０２１年（令和３年）１０月１日 
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議案第３４号  

 

財産の取得について 

災害備蓄用簡易トイレ処理袋等を次のとおり取得する。 

２０２１年（令和３年）９月１日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

１ 取得する財産 

災害備蓄用簡易トイレ処理袋   ５０,２８０セット 

トイレ本体               １４台 

トイレ用テント             １４台 

チリ紙             ４０,０００枚 

２ 契約の相手方   

藤沢市鵠沼神明四丁目１２番２５号 

有限会社関根商店 

代表取締役 関 根 喜 貴 

３ 取得価格 

５４,１７５,８８０円 

４ 取得時期 

２０２２年（令和４年）３月２５日 

 

 

 

提案理由 

災害時のトイレ設備の充実を図るため，財産の取得をしたいので，藤沢市議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により提出

する。 
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参 考 

藤沢市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 抜粋 

（財産の取得又は処分） 

第３条 法第９６条第１項第８号の規定により，議会の議決に付さなければならな

い財産の取得又は処分は，予定価格２０，０００，０００円以上の不動産若しくは動

産の買入れ若しくは売渡し（土地については，１件５，０００平方メートル以上の

ものに限る。）又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売渡しとする。 
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＜議案第３４号資料１＞ 

 

災害備蓄用簡易トイレ処理袋等供給契約の相手方状況調書 

 

１ 会 社 名  藤沢市鵠沼神明四丁目１２番２５号 

有限会社関根商店 

代表取締役 関 根 喜 貴 

２ 資 本 金  １０,０００千円 

３ 職 員 数  １５人 

４ 創   業  １９６５年（昭和４０年） 

５ 主な物件供給実績 

  災害備蓄用調乳専用加熱キット（藤沢市発注） 

   ２０２１年（令和３年）３月納入 

                      ６,９１９千円 

災害備蓄用簡易トイレ処理袋等（藤沢市発注） 

   ２０１９年（令和元年）９月納入 

                     ３６,０５６千円 
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＜議案第３４号資料２＞ 

災害備蓄用簡易トイレ処理袋等供給契約入札状況調書 

業 者 名 入 札 金 額 摘 要 

有 限 会 社 関 根 商 店 ４９,２５０,８００円 落 札 

株式会社河本総合防災湘南支店 ４９,７５１,６００円  

有 限 会 社 フ ィ ー ル ド 藤 沢 支 店 ４９,８３５,４００円  

綜合警備保障株式会社湘南支社  辞 退 

 

予 定 価 格 ４９,７５３,６００円  

※ 当該入札金額に消費税額及び地方消費税額に相当する額を加算した金額が

法律上の入札金額です。 
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議案第３５号  

 

財産の取得について 

災害備蓄用毛布を次のとおり取得する。 

２０２１年（令和３年）９月１日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫    

 

 

 

１ 取得する財産 

災害備蓄用毛布   ４,５５０枚 

２ 契約の相手方 

藤沢市立石二丁目１番１０号 

有限会社板垣商店 

代表取締役 板 垣  力 

３ 取得価格 

２２,３２２,３００円 

４ 取得時期 

２０２２年（令和４年）３月２５日 

 

 

 

提案理由 

災害時，避難所生活を行う上で必要な物資の充実を図るため，財産の取得をした

いので，藤沢市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第

３条の規定により提出する。 
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＜議案第３５号資料１＞ 

 

災害備蓄用毛布供給契約の相手方状況調書 

 

１ 会 社 名  藤沢市立石二丁目１番１０号 

有限会社板垣商店 

代表取締役 板 垣  力 

２ 資 本 金  ５,０００千円 

３ 職 員 数  ５人 

４ 創   業  １９８０年（昭和５５年） 

５ 主な物件供給実績 

ＩＳＯ型 消防隊防火衣（上・下）（藤沢市発注） 

２０２０年（令和２年）１０月納入 

９,２００千円 

災害備蓄用毛布（藤沢市発注） 

２０２０年（令和２年）９月納入 

２２,２６４千円 
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＜議案第３５号資料２＞ 

災害備蓄用毛布供給契約入札状況調書 

業 者 名 入 札 金 額 摘 要 

有 限 会 社 板 垣 商 店 ２０,２９３,０００円 落 札 

株式会社河本総合防災湘南支店 ２０,４７５,０００円  

有 限 会 社 関 根 商 店 ２０,４７５,０００円  

有 限 会 社 フ ィ ー ル ド 藤 沢 支 店 ２０,９３０,０００円  

綜合警備保障株式会社湘南支社  辞 退 

株 式 会 社 湘 南 ダ イ イ チ  
入札書 
不着 

 

予 定 価 格 ２０,４７５,０００円  

※ 当該入札金額に消費税額及び地方消費税額に相当する額を加算した金額が

法律上の入札金額です。 
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議案第３６号  

 

工事請負契約の変更契約の締結について 

藤沢聖苑北側斜面地対策工事について，次のとおり請負契約の変更契約を締結す

る。 

２０２１年（令和３年）９月１日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫    

 

 

 

１ 契約の相手方 

  藤沢市鵠沼石上三丁目３番２号 

株式会社西尾建設 

 代表取締役 西 尾 雄一郎 

２ 変更内容 

契約金額 

変  更  前 増  額  分 変  更  後 

１７８,３８７,０００円 ７,２４９,０００円 １８５,６３６,０００円 

 

 

 

提案理由 

藤沢聖苑北側斜面地対策工事の内容を変更するに当たり，当該工事に係る請負契

約の変更契約を締結したいので，藤沢市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例第２条の規定により提出する。 
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参 考 

藤沢市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 抜粋 

（契約） 

第２条 法第９６条第１項第５号の規定により議会の議決に付さなければならな

い契約は，予定価格１５０，０００，０００円以上の工事又は製造の請負とする。 
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議案第３７号  

 

市道の認定について 

 次のとおり市道の路線を認定する。 

２０２１年（令和３年）９月１日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

整理 

番号 
路 線 名 

起       点 幅 員 

   ｍ 

延 長 

   ｍ 終       点 

１ 
鵠沼 

９４７号線 

鵠沼松が岡三丁目６８１０番４２地先 
4.5 21.9 

鵠沼松が岡三丁目６８１０番７４地先 

２ 
鵠沼 

９４８号線 

鵠沼海岸一丁目６６４８番４０地先 

 
4.0 19.5 

鵠沼海岸一丁目６６４８番３９地先 

３ 
鵠沼 

９４９号線 

鵠沼松が岡三丁目６６９１番４地先 
4.5 25.1 

鵠沼松が岡三丁目６６９１番６８地先 

４ 
鵠沼 

９５０号線 

本鵠沼二丁目２９２２番１７地先 
4.5 31.9 

本鵠沼二丁目２９２１番２６地先 

５ 
村岡 

５８８号線 

藤が岡三丁目２５番４４地先 
5.0 34.9 

藤が岡三丁目２５番５２地先 

６ 
明治 

５３０号線 

羽鳥三丁目１１９７番２地先 

4.5 29.9 
羽鳥三丁目１１９６番５地先 

７ 
善行 

６５５号線 

立石二丁目３３０４番６地先 
4.5 35.7 

立石二丁目３３０４番９地先 
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８ 
長後 

９３５号線 

下土棚字新屋敷４９４番１地先 
4.5 66.1 

下土棚字新屋敷４８６番１３地先 

９ 
御所見 

１１４６号線 

用田字南原５１０番５地先 
4.5 33.8 

用田字南原５１０番１地先 

 

 

 

提案理由 

 鵠沼９４７号線ほか８路線を認定したいので，道路法第８条第２項の規定により

提出する。 

 

 

 

参 考 

 道路法 抜粋 

 （市町村道の意義及びその路線の認定） 

第８条 第３条第４号の市町村道とは，市町村の区域内に存する道路で，市町村長

がその路線を認定したものをいう。 

２ 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては，あらか

じめ当該市町村の議会の議決を経なければならない。 

（路線の廃止又は変更） 

第１０条 都道府県知事又は市町村長は，都道府県道又は市町村道について，一般

交通の用に供する必要がなくなつたと認める場合においては，当該路線の全部又

は一部を廃止することができる。路線が重複する場合においても，同様とする。 

２ 都道府県知事又は市町村長は，路線の全部又は一部を廃止し，これに代わるべ

き路線を認定しようとする場合においては，これらの手続に代えて，路線を変更

することができる。 

３ 第７条第２項から第８項まで及び前条の規定は前２項の規定による都道府県道

の路線の廃止又は変更について，第８条第２項から第５項まで及び前条の規定は

前２項の規定による市町村道の路線の廃止又は変更について，それぞれ準用する。 
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議案第３８号  

 

市道の廃止について 

 次のとおり市道の路線を廃止する。 

２０２１年（令和３年）９月１日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

整理 

番号 
路 線 名 

起       点 幅 員 

   ｍ 

延 長 

   ｍ 終       点 

１ 
鵠沼 

２６０号線 

鵠沼松が岡三丁目６７３９番２地先 3.5 
～ 
 4.0 

25.0 
鵠沼松が岡三丁目６７０３番３１９地先 

２ 
辻堂 

１６７号線 

辻堂元町三丁目２８８０番地先 3.6 
～ 
 6.2 

24.0 
辻堂元町三丁目２８７２番地先 

３ 

弥勒寺 

１７６８－１

号線 

弥勒寺一丁目５３１番３地先 

1.2 15.0 

弥勒寺一丁目５３３番１地先 

４ 
城南 

１４６８号線 

城南五丁目１２４２番２地先 
1.8 40.0 

城南五丁目７１４番２地先 

５ 
亀井野 

９７６号線 

亀井野字土橋２０３番地先 
1.8 69.0 

亀井野字土橋２００番地先 

６ 
亀井野 

１０２５号線 

亀井野字上屋敷１３６８番地先 

1.8 58.0 
亀井野字上屋敷１３６４番地先 
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提案理由 

 鵠沼２６０号線ほか５路線を廃止したいので，道路法第１０条第３項の規定によ

り提出する。 
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議案第３９号 

 

指定管理者の指定について 

次のとおり指定管理者を指定する。 

２０２１年（令和３年）９月１日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

１ 管理を行わせる公の施設の名称 

  藤沢駅北口路上自転車駐車場 

２ 指定管理者となる団体 

  藤沢市円行二丁目３番地の１７ 

  公益財団法人藤沢市まちづくり協会 

３ 指定の期間 

  ２０２１年（令和３年）１２月１日から２０２２年（令和４年）３月３１日まで 

 

 

 

提案理由 

 藤沢駅北口路上自転車駐車場の指定管理者を指定したいので，地方自治法第  

２４４条の２第６項の規定により提出する。 

 

 

 

参 考 

 地方自治法 抜粋 

 （公の施設の設置，管理及び廃止） 

第２４４条の２ 
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６ 普通地方公共団体は，指定管理者の指定をしようとするときは，あらかじめ，当

該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 
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議案第４０号  

 

藤沢市市民センター条例の一部改正について 

 藤沢市市民センター条例の一部を次のように改正する。 

２０２１年（令和３年）９月１日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫    

 

 

 

藤沢市市民センター条例の一部を改正する条例 

藤沢市市民センター条例（昭和４３年藤沢市条例第８号）の一部を次のように改

正する。 

別表善行市民センターの項に次のように加える。 

体育室 １,６００ ２,４００ 

附 則 

この条例は，令和４年４月１日から施行する。 

 

 

 

提案理由 

この条例を提出したのは，改築した善行市民センター体育室の供用を開始するこ

とに伴い，その使用料を定める必要による。 
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議案第４１号  

 

藤沢市市税条例の一部改正について 

 藤沢市市税条例の一部を次のように改正する。 

２０２１年（令和３年）９月１日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫    

 

 

 

藤沢市市税条例の一部を改正する条例 

第１条 藤沢市市税条例（平成１０年藤沢市条例第１６号）の一部を次のように改

正する。 

第２３条の３の見出し中「第６２条」を「第６４条」に改め，同条第３項を削

り，同条第４項中「第１５条第１９項」を「第１５条第１６項」に改め，同項を

同条第３項とし，同条第５項中「第１５条第２６項」を「第１５条第２３項」に

改め，同項を同条第４項とし，同条第６項中「第１５条第２７項第１号」を「第

１５条第２４項第１号」に改め，同項を同条第５項とし，同条第７項中「第１５

条第２７項第２号」を「第１５条第２４項第２号」に改め，同項を同条第６項と

し，同条第８項中「第１５条第２７項第３号」を「第１５条第２４項第３号」に

改め，同項を同条第７項とし，同条第９項中「第１５条第２８項第１号」を「第

１５条第２５項第１号」に改め，同項を同条第８項とし，同条第１０項中「第 

１５条第２８項第２号」を「第１５条第２５項第２号」に改め，同項を同条第９

項とし，同条第１１項中「第１５条第３０項第１号」を「第１５条第２７項第１

号」に改め，同項を同条第１０項とし，同条第１２項中「第１５条第３０項第２

号」を「第１５条第２７項第２号」に改め，同項を同条第１１項とし，同条第 

１３項中「第１５条第３０項第３号」を「第１５条第２７項第３号」に改め，同

項を同条第１２項とし，同条第１４項中「第１５条第３４項」を「第１５条第 

３０項」に改め，同項を同条第１３項とし，同条第１５項中「第１５条第３８項」

を「第１５条第３４項」に改め，同項を同条第１４項とし，同条第１６項中「第
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１５条第３９項」を「第１５条第３５項」に改め，同項を同条第１５項とし，同

条第１７項を削り，同条第１８項を同条第１６項とし，同条第１９項中「第６２

条」を「第６４条」に改め，同項を同条第１７項とする。 

第３２条第１号及び第２号中「同条第４項」の次に「又は第５項」を加える。 

附則第２４項を次のように改める。 

（令和４年度分及び令和５年度分の軽自動車税の種別割の税率の特例） 

２４ 次の各号に掲げる３輪以上の軽自動車に対する第３３条の規定の適用につ

いては，当該軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間に

初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による車両番号の指定を受け

た場合においては令和４年度分の軽自動車税に限り，当該軽自動車が令和４年

４月１日から令和５年３月３１日までの間に初めて同指定を受けた場合におい

ては令和５年度分の軽自動車税に限り，当該各号に定めるとおりとする。 

(1) 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に規定する３輪以上の軽自動車 

第３３条第２号イ中「３,９００円」とあるのは「１,０００円」と，同号ウ

中「６,９００円」とあるのは「１,８００円」と，同号エ中「１０,８００

円」とあるのは「２,７００円」と，同号オ中「３,８００円」とあるのは

「１,０００円」と，同号カ中「５,０００円」とあるのは「１,３００円」

とする。 

(2) 法附則第３０条第７項に規定する３輪以上の軽自動車 第３３条第２号イ

中「３,９００円」とあるのは「２,０００円」と，同号ウ中「６,９００円」

とあるのは「３,５００円」と，同号エ中「１０,８００円」とあるのは 

「５,４００円」と，同号オ中「３,８００円」とあるのは「１,９００円」

と，同号カ中「５,０００円」とあるのは「２,５００円」とする。 

(3) 法附則第３０条第８項に規定する３輪以上の軽自動車 第３３条第２号イ

中「３,９００円」とあるのは「３,０００円」と，同号ウ中「６,９００円」

とあるのは「５,２００円」と，同号エ中「１０,８００円」とあるのは 

「８,１００円」と，同号オ中「３,８００円」とあるのは「２,９００円」

と，同号カ中「５,０００円」とあるのは「３,８００円」とする。 

第２条 藤沢市市税条例の一部を次のように改正する。 

第２３条の３中第１７項を第１８項とし，第１６項を第１７項とし，第１５項
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の次に次の１項を加える。 

１６ 法附則第１５条第４６項の条例で定める割合は，６分の１とする。 

   附 則 

(施行期日) 

１ この条例中第１条の規定は公布の日から，第２条の規定は特定都市河川浸水被

 害対策法等の一部を改正する法律（令和３年法律第３１号）の施行の日から施行

 する。 

  (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置) 

２ この条例による改正後の藤沢市市税条例第２３条の３の規定は，令和４年度以

後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し，令和３年度分までの固

定資産税及び都市計画税については，なお従前の例による。 

 

 

 

提案理由 

この条例を提出したのは，地方税法の一部が改正されたことを受けて，浸水被害

対策のために整備される雨水貯留浸透施設に係る固定資産税の課税標準の特例割合

を定めるとともに，軽自動車税の種別割に係る特例の見直し等に伴い，所要の改正

をする必要による。 
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 議案第４２号  

 

藤沢市高齢者，障がい者等の移動等の円滑化のために必要な道路の構   

造に関する基準を定める条例の一部改正について 

藤沢市高齢者，障がい者等の移動等の円滑化のために必要な道路の構造に関する

基準を定める条例の一部を次のように改正する。 

２０２１年（令和３年）９月１日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

藤沢市高齢者，障がい者等の移動等の円滑化のために必要な道路の構

造に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

藤沢市高齢者，障がい者等の移動等の円滑化のために必要な道路の構造に関する

基準を定める条例（平成２４年藤沢市条例第２２号）の一部を次のように改正する。

 目次を次のように改める。 

目次 

第１章 総則（第１条－第２条の２） 

第２章 歩道等及び自転車歩行者専用道路等の構造（第３条－第１０条） 

第３章 立体横断施設の構造（第１１条－第１６条） 

第４章 乗合自動車停留所の構造（第１７条・第１８条） 

第５章 路面電車停留場等の構造（第１９条－第２１条) 

第６章 自動車駐車場の構造（第２２条－第３２条） 

第７章 旅客特定車両停留施設の構造（第３３条－第４３条） 

第８章 移動等円滑化のために必要なその他の施設等（第４４条－第４８条） 

本則中「車いす」を「車椅子」に改める。 

第２条第１号中「自転車歩行者道」の次に「，自転車歩行者専用道路，歩行者専

用道路」を，「自動車駐車場」の次に「若しくは旅客特定車両停留施設」を，「幅

員」の次に「又は藤沢市道構造条例第４６条に規定する歩行者の滞留の用に供する
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部分の幅員」を加え，第１章中同条の次に次の１条を加える。 

（災害等の場合の適用除外） 

第２条の２ 災害等のため一時使用する旅客特定車両停留施設の構造及び設備につ

いては，この条例の規定によらないことができる。 

「第２章 歩道等」を「第２章 歩道等及び自転車歩行者専用道路等の構造」に

改める。 

 第３条中「設ける道路」の次に「，自転車歩行者専用道路及び歩行者専用道路」

を加える。 

 第４条第１項中「第１２条第３項」を「第１３条第３項」に改め，同条第２項中

「第１１条第２項」を「第１２条第２項」に改め，同条第３項中「又は」を「若し

くは」に改め，「（以下「歩道等」という。）」の次に「又は自転車歩行者専用道

路若しくは歩行者専用道路（以下「自転車歩行者専用道路等」という。）」を，

「当該歩道等」の次に，「又は自転車歩行者専用道路等」を加え，同項を同条第５

項とし，同条第２項の次に次の２項を加える。 

３ 自転車歩行者専用道路の有効幅員は，藤沢市道構造条例第４４条第１項に規定

する幅員の値以上とするものとする。 

４ 歩行者専用道路の有効幅員は，藤沢市道構造条例第４５条第１項に規定する幅

員の値以上とするものとする。 

 第５条中「歩道等」の次に「又は自転車歩行者専用道路等」を加える。 

 第６条第１項中「歩道等」の次に「又は自転車歩行者専用道路等」を加え，同条 

第２項中「除く。）」の次に「又は自転車歩行者専用道路等の」を加え，同条第３ 

項及び第４項中「歩道等」の次に「又は自転車歩行者専用道路等」を加える。 

 「第３章 立体横断施設」を「第３章 立体横断施設の構造」に改める。 

 第１２条第２号中「装置」を「設備」に改め，同条第５号中「はめ込まれている 

こと」の次に「又は籠外及び籠内に画像を表示する設備が設置されていること」を 

加え，「籠外から籠内が」を「籠外にいる者と籠内にいる者が互いに」に改め，同 

条第８号，第９号及び第１３号中「装置」を「設備」に改める。 

 第１３条中「以下同じ。」を「以下この条において同じ。」に改める。 

 「第４章 乗合自動車停留所」を「第４章 乗合自動車停留所の構造」に改める。 

 「第５章 路面電車停留所等」を「第５章 路面電車停留所等の構造」に改める。 
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 「第６章 自動車駐車場」を「第６章 自動車駐車場の構造」に改める。 

 第３７条第１項中「歩道等」の次に「，自転車歩行者専用道路等」を加え，同条 

第２項中「及び自動車駐車場」を「，自動車駐車場及び旅客特定車両停留施設」に， 

「路面の」を「路面又は床面の」に改め，同条を第４８条とする。 

 第３６条中「歩道等」の次に「又は自転車歩行者専用道路等」を加え，同条に次 

の２項を加える。 

２ 旅客特定車両停留施設には，高齢者，障がい者等の休憩の用に供する設備を１

以上設けるものとする。ただし，旅客の円滑な流動に支障を及ぼすおそれのある

場合は，この限りでない。 

３ 前項の施設に優先席（主として，高齢者，障がい者等の優先的な利用のため設

けられる座席をいう。）を設ける場合は，その付近に，当該優先席における優先

的に利用することができる者を表示する案内標識を設けるものとする。 

第３６条を第４７条とし，第３５条を第４６条とする。 

 第３４条第１項中「歩道等」の次に「，自転車歩行者専用道路等」を加え，「及 

び自動車駐車場」を「並びに自動車駐車場及び旅客特定車両停留施設」に改め，同 

条中第３項を第５項とし，第２項を第４項とし，同条第１項の次に次の２項を加え 

る。 

２ 前項の規定により視覚障がい者誘導用ブロックが敷設された旅客特定車両停留

施設の通路と第１２条第１１号の基準に適合する乗降口に設ける操作盤，前条第

６項の規定により設けられる設備（音によるものを除く。），便所の出入口及び

第４２条の基準に適合する乗車券等販売所との間の経路を構成する通路には，そ

れぞれ視覚障がい者誘導用ブロックを敷設するものとする。ただし，視覚障がい

者の誘導を行う者が常駐する２以上の設備がある場合であって，当該２以上の設

備間の誘導が適切に実施されるときは，当該２以上の設備間の経路を構成する通

路については，この限りでない。 

３ 旅客特定車両停留施設の階段，傾斜路及びエスカレーターの上端及び下端に近

接する通路には，視覚障がい者誘導用ブロックを敷設するものとする。 

 第３４条を第４５条とする。 

 第３３条に次の４項を加える。 

３ 旅客特定車両停留施設のエレベーターその他の昇降機，傾斜路，便所，乗車券
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等販売所，待合所，案内所若しくは休憩設備（第５項において「移動等円滑化の

ための主要な設備」という。）又は同項に規定する案内板その他の設備の付近に

は，これらの設備があることを表示する案内標識を設けるものとする。 

４ 前項の案内標識は，日本産業規格Ｚ８２１０に適合するものでなければならな

い。 

５ 公共用通路に直接通ずる出入口の付近には，移動等円滑化のための主要な設備

（第３３条第３項前段の規定により昇降機を設けない場合にあっては，同項前段

に規定する他の施設のエレベーターを含む。以下この条において同じ。）の配置

を表示した案内板その他の設備を設けるものとする。ただし，移動等円滑化のた

めの主要な設備の配置を容易に視認できる場合は，この限りでない。 

６ 公共用通路に直接通ずる出入口の付近その他の適切な場所に，旅客特定車両停

留施設の構造及び主要な設備の配置を音，点字その他の方法により視覚障がい者

に示すための設備を設けるものとする。 

 第３３条を第４４条とする。 

 第７章を第８章とする。 

 第６章の次に次の１章を加える。 

第７章 旅客特定車両停留施設の構造 

（通路） 

第３３条 公共用通路（旅客特定車両停留施設に旅客特定車両（道路法施行規則

（昭和２７年建設省令第２５号）第１条第１号から第３号までに掲げる自動車を

いう。以下同じ。）が停留することができる時間内において常時一般交通の用に

供されている一般交通用施設であって，旅客特定車両停留施設の外部にあるもの

をいう。以下同じ。）から旅客特定車両の乗降口に至る通路のうち，乗降場ごと

に１以上の通路は，次に定める構造とするものとする。 

(1) 有効幅員は，１.４メートル以上とすること。ただし，構造上の理由により

やむを得ない場合においては，通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障

のないものとし，かつ，５０メートル以内ごとに車椅子が転回することができ

る広さの場所を設けた上で，有効幅員を１.２メートル以上とすることができ

る。 

(2) 戸を設ける場合は，当該戸は，次に定める構造とすること。 
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ア 有効幅は，９０センチメートル以上とすること。ただし，構造上の理由に

よりやむを得ない場合においては，８０センチメートル以上とすることがで

きる。 

イ 自動的に開閉する構造又は高齢者，障がい者等が容易に開閉して通過でき

る構造とすること。 

(3) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。ただし，斜路

を設ける場合においては，この限りでない。 

２ 前項の１以上の通路（以下「移動等円滑化された通路」という。）において床

面に高低差がある場合は，エレベーター又は傾斜路を設けるものとする。ただし，

構造上の理由によりやむを得ない場合においては，エスカレーター（構造上の理

由によりエスカレーターを設置することが困難である場合は，エスカレーター以

外の昇降機であって車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のもの）をもってこ

れに代えることができる。 

３ 旅客特定車両停留施設に隣接しており，かつ，旅客特定車両停留施設と一体的

に利用される他の施設のエレベーター（第３５条に規定する基準に適合するもの

に限る。）又は傾斜路（第３６条に規定する基準に適合するものに限る。）を利

用することにより高齢者，障がい者等が旅客特定車両停留施設に旅客特定車両が

停留することができる時間内において常時公共用通路と旅客特定車両の乗降口と

の間の移動を円滑に行うことができる場合は，前項の規定によらないことができ

る。管理上の理由により昇降機を設置することが困難である場合も，また同様と

する。 

４ 旅客特定車両停留施設の通路は，次に定める構造とするものとする。 

(1) 床の表面は，平たんで，滑りにくい仕上げとすること。     

(2) 段差を設ける場合は，当該段差は次に定める構造とすること。 

ア 踏面の端部の全体とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により

段差を容易に識別できるものとすること。 

イ 段鼻の突き出しその他のつまづきの原因となるものを設けない構造とする

こと。 

（出入口） 

第３４条 移動等円滑化された通路と公共用通路の出入口は，次に定める構造とす



- 26 - 

るものとする。 

(1) 有効幅は，９０センチメートル以上とすること。ただし，構造上の理由によ

りやむを得ない場合においては，８０センチメートル以上とすることができる。 

(2) 戸を設ける場合は，当該戸は，次に定める構造とすること。 

ア 有効幅は，９０センチメートル以上とすること。ただし，構造上の理由に

よりやむを得ない場合においては，８０センチメートル以上とすることがで

きる。 

イ 自動的に開閉する構造又は高齢者，障がい者等が容易に開閉して通過でき

る構造とすること。 

(3) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。ただし，傾斜

路を設ける場合においては，この限りでない。 

（エレベーター）  

第３５条 移動等円滑化された通路に設けるエレベーターは，次に定める構造と 

するものとする。 

(1) 籠の内法
のり

幅は１.４メートル以上とし，内法
のり

奥行きは１.３５メートル以上

とすること。ただし，籠の出入口が複数あるエレベーターであって，車椅子

使用者が円滑に乗降できる構造のもの（開閉する籠の出入口を音声により知

らせる設備が設けられているものに限る。）にあっては，この限りでない。 

(2) 籠及び昇降路の出入口の有効幅は，８０センチメートル以上とすること。 

(3) 籠内に，車椅子使用者が乗降する際に籠及び昇降路の出入口を確認するため

の鏡を設けること。ただし，第１号ただし書の構造のエレベーターにあっては，

この限りでない。 

２ 第１２条第５号から第１３号までの規定は，移動等円滑化された通路に設ける

エレベーターについて準用する。 

３ 移動等円滑化された通路に設けるエレベーターの台数，籠の内法
のり

幅及び内法
のり

奥

行きは，旅客特定車両停留施設の高齢者，障がい者等の利用の状況を考慮して定

めるものとする。 

（傾斜路）  

第３６条 移動等円滑化された通路に設ける傾斜路（その踊場を含む。以下この条

において同じ。）は，次に定める構造とするものとする。ただし，構造上の理由
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によりやむを得ない場合においては，この限りでない。 

(1) 有効幅員は１.２メートル以上とすること。ただし，階段に併設する場合に

おいては，９０センチメートル以上とすることができる。 

(2) 縦断勾配は，８パーセント以下とすること。ただし，傾斜路の高さが１６セ 

ンチメートル以下の場合は，１２パーセント以下とすることができる。 

(3) 高さが７５センチメートルを超える傾斜路にあっては，高さ７５センチメー 

トル以内ごとに踏み幅１.５メートル以上の踊場を設けること。 

２ 移動等円滑化された通路に設ける傾斜路の床の表面は，平たんで，滑りにくい

仕上げとすること。 

３ 第１３条第３号から第５号まで，第７号，第８号及び第１０号の規定は，移動

等円滑化された通路に設ける傾斜路について準用する。 

（エスカレーター） 

第３７条 移動等円滑化された通路に設けるエスカレーターは，次に定める構造と

するものとする。ただし，第３号及び第４号については，複数のエスカレーター

が隣接した位置に設けられる場合は，そのうち１のみが適合していれば足りるも

のとする。 

(1) 上り専用のものと下り専用のものをそれぞれ設置すること。ただし，旅客が

同時に双方向に移動することがない場合においては，この限りでない。 

(2) エスカレーターの上端及び下端に近接する通路の床面等において，当該エス

カレーターへの進入の可否を示すこと。ただし，上り専用又は下り専用でない

エスカレーターにおいては，この限りでない。 

(3) 踏み段の有効幅は，８０センチメートル以上とすること。 

(4) 踏み段の面を車椅子使用者が円滑に昇降するために必要な広さとすることが

できる構造であり，かつ，車止めが設けられていること。 

２ 第１４条第２号から第５号までの規定は，移動等円滑化された通路に設けるエ

スカレーターについて準用する。 

３ 移動等円滑化された通路に設けるエスカレーターには，当該エスカレーター

の行き先及び昇降方向を音声により知らせる設備を設けるものとする。 

（階段）  

第３８条 第１６条第２号から第８号まで，第１０号及び第１１号の規定は，移動
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等円滑化された通路に設ける階段について準用する。 

（乗降場）  

第３９条 旅客特定車両停留施設の乗降場は，次に定める構造とするものとする。 

(1) 床の表面は，平たんで，滑りにくい仕上げとすること。 

(2) 旅客特定車両の通行方向に平行する方向の縦断勾配は，５パーセント以下と

すること。ただし，地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合に

おいては，８パーセント以下とすることができる。 

(3) 横断勾配は，１パーセント以下とすること。ただし，誘導車路の構造，気象

状況又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては，

２パーセント以下とすることができる。 

(4) 乗降場の縁端のうち，誘導車路その他の旅客特定車両の通行，停留又は駐車

の用に供する場所（以下この号において「旅客特定車両用場所」という。）に

接する部分には，柵，視覚障がい者誘導用ブロックその他の視覚障がい者の旅

客特定車両用場所への進入を防止するための設備が設けられていること。 

(5) 当該乗降場に接して停留する旅客特定車両に車椅子使用者が円滑に乗降でき

る構造のものであること。 

（運行情報提供設備） 

第４０条 旅客特定車両の運行に関する情報を文字等により表示するための設備及

び音声により提供するための設備を設けるものとする。ただし，電気設備がない

場合その他技術上の理由によりやむを得ない場合は，この限りでない。 

（便所） 

第４１条 第３０条から第３２条までの規定は，旅客特定車両停留施設に便所を設

ける場合について準用する。この場合において，第３１条第１項第１号中「第 

２５条に規定する通路」とあるのは「移動等円滑化された通路」と，「同条各号」

とあるのは「第２５条各号」と読み替えるものとする。 

（乗車券等販売所，待合所及び案内所）  

第４２条 乗車券等販売所を設ける場合は，そのうち１以上は，次に定める構造

とするものとする。 

(1) 移動等円滑化された通路と乗車券等販売所との間の通路は，第３３条第 1 

項各号に掲げる基準に適合するものであること。 
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(2) 出入口を設ける場合は，そのうち１以上は，次に定める構造とすること。 

ア 有効幅は，８０センチメートル以上とすること。 

イ 戸を設ける場合は，当該戸は，次に定める構造とするものとする。 

(ア)有効幅は，８０センチメートル以上とすること。 

(イ)高齢者，障がい者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。 

ウ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。ただし，

傾斜路を設ける場合においては，この限りでない。 

(3) カウンターを設ける場合は，そのうち１以上は，車椅子使用者の円滑な利

用に適した構造であること。ただし，常時勤務する者が容易にカウンターの

前に出て対応できる構造である場合は，この限りでない。  

２ 前項の規定は，待合所及び案内所を設ける場合について準用する。 

３  乗車券等販売所又は案内所（勤務する者を置かないものを除く。）は，聴覚障

がい者が文字により意思疎通を図るための設備を設けるものとする。この場合に

おいては，当該設備を保有している旨を当該乗車券等販売所又は案内所に表示す

るものとする。 

（券売機） 

第４３条 乗車券等販売所に券売機を設ける場合は，そのうち１以上は，高齢者，

障がい者等の円滑な利用に適した構造とするものとする。ただし，乗車券等の販

売を行う者が常時対応する窓口が設置されている場合は，この限りでない。 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 

 

 

 

提案理由 

この条例を提出したのは，移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準

を定める省令の一部が改正され，旅客特定車両停留施設の構造の基準が定められる

とともに，基準の対象に自転車歩行者専用道路と歩行者専用道路が追加されたこと

等に伴い，規定の整備をする必要による。 
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議案第４３号 

 

藤沢市市営住宅条例の一部改正について 

藤沢市市営住宅条例の一部を次のように改正する。 

２０２１年（令和３年）９月１日 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫    

 

 

 

藤沢市市営住宅条例の一部を改正する条例 

藤沢市市営住宅条例（平成９年藤沢市条例第９号）の一部を次のように改正する。 

別表第１唐池住宅の項を削る。 

   附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 

 

 

 

提案理由 

 この条例を提出したのは，老朽化した唐池住宅の供用を廃止する必要による。 
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議案第４４号  

 

藤沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部改正について 

 藤沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例の一部を次のように改正する。 

２０２１年（令和３年）９月１日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

藤沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例 

藤沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例（平成２６年藤沢市条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

目次中 
｢   

｣ 
第３節 特例地域型保育給付費に関する基準(第５１条･第５２条) 

 

を 
｢   

 
」 

第３節 特例地域型保育給付費に関する基準(第５１条･第５２条) 
第４章 雑則（第５３条） 
 

に改める。 

第５条第２項から第６項までを削る。 

第３８条第２項を削る。 

第４２条第１項第３号中「以下この号」の次に「及び第４項第１号」を加える。 

第３章の次に次の１章を加える。 

第４章 雑則 

（電磁的記録等） 

第５３条 特定教育・保育施設等は，記録，作成，保存その他これらに類するもの

のうち，この条例の規定において書面等（書面，書類，文書，謄本，抄本，正本，

副本，複本その他文字，図形等人の知覚によって認識することができる情報が記

載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）により行うこと
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が規定されているものについては，当該書面等に代えて，当該書面等に係る電磁

的記録（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ

ない方式で作られる記録であって，電子計算機による情報処理の用に供されるも

のをいう。以下この条において同じ。）により行うことができる。 

２ 特定教育・保育施設等は，この条例の規定による書面等の交付又は提出につい

ては，当該書面等が電磁的記録により作成されている場合には，当該書面等の交

付又は提出に代えて，第４項で定めるところにより，教育・保育給付認定保護者

の承諾を得て，当該書面等に記載すべき事項（以下この条において「記載事項」

という。）を電子情報処理組織（特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機

と，教育・保育給付認定保護者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続

した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。）を使用する方法その

他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この条におい

て「電磁的方法」という。）により提供することができる。 

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機と教育・保育給付認定保護

者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し，当該

特定教育・保育給付認定保護者の使用に係る電子計算機に備えられたファイ

ルに記載事項を記録する方法 

イ 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記

録された記載事項を電気通信回線を通じて教育・保育給付認定保護者の閲覧

に供し，教育・保育給付認定保護者の使用に係る電子計算機に備えられた当

該教育・保育給付認定保護者のファイルに当該記載事項を記録する方法（電

磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあ

っては，特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイル

にその旨を記録する方法） 

(2) 磁気ディスク，シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の

事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記載事

項を記録したものを交付する方法 

３ 前項各号に掲げる方法は，教育・保育給付認定保護者がファイルへの記録を出

力することにより文書を作成することができるものでなければならない。 
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４ 特定教育・保育施設等は，第２項の規定により記載事項を提供しようとすると

きは，あらかじめ，当該記載事項を提供する教育・保育給付認定保護者に対し，

その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し，文書又は電磁的方法に

よる承諾を得なければならない。 

(1) 第２項各号に規定する方法のうち特定教育・保育施設等が使用するもの 

(2) ファイルへの記録の方式 

５ 前項の規定による承諾を得た特定教育・保育施設等は，当該教育・保育給付認

定保護者から文書又は電磁的方法により，電磁的方法による提供を受けない旨の

申出があったときは，当該教育・保育給付認定保護者に対し，この条例の規定に

よる書面等の交付又は提出を，第２項に規定する電磁的方法による記載事項の提

供によってしてはならない。ただし，当該教育・保育給付認定保護者が再び前項

の規定による承諾をした場合は，この限りでない。 

６ 第２項から前項までの規定は，この条例の規定による書面等による同意の取得

について準用する。この場合において，第２項中「書面等の交付又は提出」とあ

り，及び「書面等に記載すべき事項（以下この条において「記載事項」とい

う。）」とあるのは「書面等による同意」と，「第４項」とあるのは「第６項に

おいて準用する第４項」と，「提供する」とあるのは「得る」と，「書面等を交

付又は提出した」とあるのは「書面等による同意を得た」と，「記載事項」とあ

るのは「同意に関する事項」と，「提供を受ける」とあるのは「同意を行う」と，

「受けない」とあるのは「行わない」と，第４項中「記載事項を提供しよう」と

あるのは「同意を得よう」と，「記載事項を提供する」とあるのは「同意を得よ

うとする」と，同項第１号中「第２項各号」とあるのは「第６項において準用す

る第２項各号」と，前項中「提供を受けない」とあるのは「同意を行わない」と，

「書面等の交付又は提出を，第２項に規定する電磁的方法による記載事項の提供」

とあるのは「書面等による同意の取得を電磁的方法」と読み替えるものとする。 

 附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 
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提案理由 

 この条例を提出したのは，国が定める特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部が改正されたこ

とに伴い，規定の整備をする必要による。 
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議案第４５号  

 

藤沢市公民館条例の一部改正について 

 藤沢市公民館条例の一部を次のように改正する。 

２０２１年（令和３年）９月１日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫    

 

 

 

藤沢市公民館条例の一部を改正する条例 

藤沢市公民館条例（昭和３４年藤沢市条例第１４号）の一部を次のように改正す

る。 

別表藤沢市立善行公民館の項に次のように加える。 

体育室 １,０００ １,５００ 

附 則 

この条例は，令和４年４月１日から施行する。 

 

 

 

提案理由 

この条例を提出したのは，改築した藤沢市立善行公民館体育室の供用を開始する

ことに伴い，その使用料を定める必要による。 
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報告第１８号 

 

継続費の精算報告について 

 令和２年度をもって継続年度が終了した藤沢市一般会計継続費の精算について，

別紙のとおり報告する。 

２０２１年（令和３年）９月１日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫    

 

 

 

報告理由 

 令和２年度の継続費に係る事業について，継続年度が終了したので，地方自治法

施行令第１４５条第２項の規定により報告する。 

 

 

 

参 考 

地方自治法施行令 抜粋 

（継続費） 

第１４５条 

２ 普通地方公共団体の長は，継続費に係る継続年度（継続費に係る歳出予算の金

額のうち法第２２０条第３項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがあ

る場合には，その繰り越された年度）が終了したときは，継続費精算報告書を調

製し，地方自治法第２３３条第５項の書類の提出と併せてこれを議会に報告しな

ければならない。 



　   令和２年度藤沢市一般

　　　　　実

国県支出金 地 方 債 その他

30 189,371,000 142,000,000 47,371,000 75,748,400

元 1,099,966,000 824,900,000 275,066,000 1,209,426,284

2 81,000,000 60,700,000 20,300,000 85,161,716

計 1,370,337,000 1,027,600,000 342,737,000 1,370,336,400

30 3,030,000 2,200,000 830,000

元 18,761,000 14,000,000 4,761,000 21,791,000

2 1,516,000 1,100,000 416,000 1,515,400

計 23,307,000 17,300,000 6,007,000 23,306,400

元 11,983,000 11,983,000

2 27,961,000 20,900,000 7,061,000 39,943,200

計 39,944,000 20,900,000 7,061,000 11,983,000 39,943,200

元 15,290,000 6,800,000 7,600,000 890,000 8,490,000

2 37,510,000 17,800,000 17,700,000 2,010,000 44,310,000

計 52,800,000 24,600,000 25,300,000 2,900,000 52,800,000

元 51,064,000 17,880,000 29,700,000 3,484,000 43,900,000

2 5,700,000 5,100,000 600,000 12,560,948

計 56,764,000 17,880,000 34,800,000 4,084,000 56,460,948

元 51,840,000 51,840,000 51,839,644

2 66,225,000 66,225,000 63,776,956

計 118,065,000 118,065,000 115,616,600

元 5,552,000 4,526,000 1,026,000 1,899,000

2 71,085,000 57,950,000 13,135,000 65,861,000

計 76,637,000 62,476,000 14,161,000 67,760,000

元 74,891,000 67,400,000 7,491,000 56,100,000

2 12,000,000 10,600,000 1,400,000 30,403,852

計 86,891,000 78,000,000 8,891,000 86,503,852

 
５
衛
生
費

　
２
清
掃
費

環境事業セン
ター整備事業
（環境事業セン
ター改築に伴う
基本・実施設計
委託費）

 
９
土
木
費

　
２
道
路
橋
り
ょ

う
費

市道新設改良事
業
（藤沢394号線外
1路線道路改良に
伴う工事請負
費）

　
２
総
務
費

　
１
総
務
管
理
費

善行市民セン
ター改築事業
（善行市民セン
ター改築に伴う
工事請負費）

　
２
総
務
費

　
１
総
務
管
理
費

善行市民セン
ター改築事業
（善行市民セン
ター改築に伴う
工事監理委託
費）

一色川改修事業
（稲荷山橋架替
（左岸下部工・
護岸工）に伴う
工事請負費）

 
９
土
木
費

　
２
道
路
橋
り
ょ

う
費

市道新設改良事
業
（六会554号線道
路改良に伴う工
事請負費）

 
９
土
木
費

　
２
道
路
橋
り
ょ

う
費

 
９
土
木
費

　
３
河
川
費

 
９
土
木
費

　
２
道
路
橋
り
ょ

う
費

橋りょう架替事
業
（蓼川橋りょう
架替（鋼上部製
作架設工）に伴
う工事請負費）

橋りょう架替事
業
（蓼川橋りょう
架替（左岸護岸
工）に伴う工事
請負費）

年　割　額

左　の　財　源　内　訳

支 出 済 額特　定　財　源
一 般 財 源

款 項 事 業 名
年

度

全  　　  体    　　計    　　画
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会計継続費精算報告書

（単位　円）

国県支出金 地 方 債 その他 国県支出金 地 方 債 その他

56,800,000 18,948,400 △ 113,622,600 △ 85,200,000 △ 28,422,600

907,000,000 302,426,284 109,460,284 82,100,000 27,360,284

63,800,000 21,361,716 4,161,716 3,100,000 1,061,716

1,027,600,000 342,736,400 △ 600 0 △ 600

△ 3,030,000 △ 2,200,000 △ 830,000

16,200,000 5,591,000 3,030,000 2,200,000 830,000

1,100,000 415,400 △ 600 0 △ 600

17,300,000 6,006,400 △ 600 0 △ 600

△ 11,983,000 △ 11,983,000

20,800,000 7,052,000 12,091,200 11,982,200 △ 100,000 △ 9,000 12,091,200

20,800,000 7,052,000 12,091,200 △ 800 △ 100,000 △ 9,000 108,200

7,600,000 890,000 △ 6,800,000 △ 6,800,000 0 0

24,600,000 17,700,000 2,010,000 6,800,000 6,800,000 0 0

24,600,000 25,300,000 2,900,000 0 0 0 0

16,080,000 24,900,000 2,920,000 △ 7,164,000 △ 1,800,000 △ 4,800,000 △ 564,000

1,800,000 9,600,000 1,160,948 6,860,948 1,800,000 4,500,000 560,948

17,880,000 34,500,000 4,080,948 △ 303,052 0 △ 300,000 △ 3,052

51,839,644 △ 356 △ 356

63,776,956 △ 2,448,044 △ 2,448,044

115,616,600 △ 2,448,400 △ 2,448,400

1,899,000 △ 3,653,000 △ 4,526,000 873,000

55,239,130 10,621,870 △ 5,224,000 △ 2,710,870 △ 2,513,130

55,239,130 12,520,870 △ 8,877,000 △ 7,236,870 △ 1,640,130

50,400,000 5,700,000 △ 18,791,000 △ 17,000,000 △ 1,791,000

27,400,000 3,003,852 18,403,852 16,800,000 1,603,852

77,800,000 8,703,852 △ 387,148 △ 200,000 △ 187,148

特　定　財　源
一 般 財 源

　　　　　　　　　　比　　　　　　　　　　　　　　　較

左　の　財　源　内　訳

年 割 額
と支出済
額 の 差

左　の　財　源　内　訳

特　定　財　源

　　　　　　　　　　　績

一 般 財 源
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　　　　　実

国県支出金 地 方 債 その他

年　割　額

左　の　財　源　内　訳

支 出 済 額特　定　財　源
一 般 財 源

款 項 事 業 名
年

度

全  　　  体    　　計    　　画

30 46,585,000 46,585,000

元 7,590,000 7,590,000 17,849,548

2 15,703,000 15,703,000 45,224,496

計 69,878,000 69,878,000 63,074,044

元 327,783,000 22,070,000 233,200,000 72,513,000 114,394,896

2 87,007,000 20,930,000 40,400,000 16,780,000 8,897,000 300,394,204

計 414,790,000 43,000,000 273,600,000 16,780,000 81,410,000 414,789,100

元 25,000,000 18,600,000 6,400,000 24,827,000

2 23,823,000 17,800,000 6,023,000 23,822,700

計 48,823,000 36,400,000 12,423,000 48,649,700

　
９
土
木
費

　
４
都
市
計
画
費

江の島地区周辺
整備事業
（片瀬江ノ島駅
前通り線の交通
空間整備に伴う
工事請負費）

　
９
土
木
費

　
４
都
市
計
画
費

藤沢駅周辺地区
再整備事業
（藤沢駅自由通
路拡幅整備基本
設計に伴う負担
金）

　
９
土
木
費

　
４
都
市
計
画
費

藤沢駅周辺地区
再整備事業
（藤沢駅北口交
通広場再整備に
伴う工事請負
費）
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国県支出金 地 方 債 その他 国県支出金 地 方 債 その他

特　定　財　源
一 般 財 源

　　　　　　　　　　比　　　　　　　　　　　　　　　較

左　の　財　源　内　訳

年 割 額
と支出済
額 の 差

左　の　財　源　内　訳

特　定　財　源

　　　　　　　　　　　績

一 般 財 源

△ 46,585,000 △ 46,585,000

17,849,548 10,259,548 10,259,548

45,224,496 29,521,496 29,521,496

63,074,044 △ 6,803,956 △ 6,803,956

85,700,000 28,694,896 △ 213,388,104 △ 22,070,000 △ 147,500,000 △ 43,818,104

54,080,000 179,500,000 18,210,360 48,603,844 213,387,204 33,150,000 139,100,000 1,430,360 39,706,844

54,080,000 265,200,000 18,210,360 77,298,740 △ 900 11,080,000 △ 8,400,000 1,430,360 △ 4,111,260

18,600,000 6,227,000 △ 173,000 0 △ 173,000

17,800,000 6,022,700 △ 300 0 △ 300

36,400,000 12,249,700 △ 173,300 0 △ 173,300
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報告第１９号 

 

継続費の精算報告について 

 令和２年度をもって継続年度が終了した藤沢市下水道事業費特別会計継続費の精

算について，別紙のとおり報告する。 

２０２１年（令和３年）９月１日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

報告理由 

 令和２年度の継続費に係る下水道事業について，継続年度が終了したので，地方

公営企業法施行令第１８条の２第２項の規定により報告する。 

 

 

 

参 考 

地方公営企業法施行令 抜粋 

（継続費） 

第１８条の２ 

２ 管理者は，継続費に係る継続年度（継続費に係る支出予算の金額のうち法第                                   

２６条第１項又は第２項の規定により繰り越したものがある場合には，その繰り

越された年度）が終了した場合においては，継続費精算報告書を作成し，法第                                    

３０条第１項の書類と併せて当該地方公共団体の長に提出しなければならない。

この場合において，地方公共団体の長は，法第３０条第６項の書類の提出と併せ

て，これを議会に報告しなければならない。 



令 和 ２ 年 度 藤 沢 市 下 水 道 事 業 費　 

実  

款 項 事　業　名 年 割 額

国県支出金 地 方 債 そ の 他

30 170,640,000 60,000,000 110,600,000 40,000 170,640,000

元 690,000,000 246,000,000 444,000,000 690,000,000

2 12,947,000 12,900,000 47,000 12,946,600

計 873,587,000 306,000,000 567,500,000 87,000 873,586,600

元 20,000,000 20,000,000 13,974,400

2 137,852,000 137,800,000 52,000 137,852,000

計 157,852,000 157,800,000 52,000 151,826,400

元 63,620,000 34,991,000 28,600,000 29,000 63,620,000

2 84,420,000 32,615,000 51,700,000 105,000 71,020,000

計 148,040,000 67,606,000 80,300,000 134,000 134,640,000

元 91,360,000 50,248,000 41,100,000 12,000 91,360,000

2 119,940,000 52,635,000 67,200,000 105,000 109,940,000

計 211,300,000 102,883,000 108,300,000 117,000 201,300,000

南部処理区管渠建設
事業
（江の島東ポンプ場
圧送管（三次）改修
工事）

大清水浄化センター
建設事業
（大清水浄化セン
ター送風機棟受変電
設備他改築工事）

１
建設改
良費

１
下水道
事業資
本的支
出

南部処理区管渠建設
事業
（辻堂南部放流管
（合流式改善）築造
工事）

大清水浄化センター
建設事業
（大清水浄化セン
ター水処理第１系列
最初沈殿池改築工
事）

左　の　財　源　内　訳

特　定　財　源

全　　体　　計　　画

年
　
度

支払義務
発 生 額

損益勘定
留保資金

等
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 　特 別 会 計 継 続 費 精 算 報 告 書 

（単位　円）

国県支出金 地 方 債 そ の 他 国県支出金 地 方 債 そ の 他

60,000,000 110,600,000 40,000 0 0 0 0

246,000,000 444,000,000 0 0 0

12,900,000 46,600 △ 400 0 △ 400

306,000,000 567,500,000 86,600 △ 400 0 0 △ 400

13,900,000 74,400 △ 6,025,600 △ 6,100,000 74,400

137,800,000 52,000 0 0 0

151,700,000 126,400 △ 6,025,600 △ 6,100,000 74,400

34,991,000 28,600,000 29,000 0 0 0 0

32,615,000 38,300,000 105,000 △ 13,400,000 0 △ 13,400,000 0

67,606,000 66,900,000 134,000 △ 13,400,000 0 △ 13,400,000 0

50,248,000 41,100,000 12,000 0 0 0 0

52,635,000 57,200,000 105,000 △ 10,000,000 0 △ 10,000,000 0

102,883,000 98,300,000 117,000 △ 10,000,000 0 △ 10,000,000 0

年割額と支払義
務発生額の差

左　の　財　源　内　訳

特　定　財　源 損益勘定
留保資金

等

　　　　　　　　　　　　績 比　　　　　　　　較

左　の　財　源　内　訳

特　定　財　源 損益勘定
留保資金

等
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